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1─本研究の背景と目的 

 

アジアを中心とした経済成長の進展，貿易の拡

大，産業の国際分業が進行し，これらを支える国

際貨物輸送，特にコンテナ貨物輸送が，経済成長

を上回る勢いで増加する中，大都市圏を中心に広

域配送，流通加工による価値付加などを可能とす

る大規模な物流施設の立地が進んでいる． 

例えば，東京港のコンテナ貨物取扱量は，平成

20 年約 380 万 TEU，日本一の取扱量となってい

る．平成 20 年度の輸出入コンテナ流動調査によ

れば，港湾域のコンテナ出し貨物量は，昨年の米

国リーマンショック後の不況下においても着実に

増加するとともに，輸入全体に占める比率も

36％と増加している．今後も輸出入貨物の増大が

見込まれており，港湾域での貨物取扱ニーズが高

まっていることから，今後とも港湾域での輸出入

貨物取扱需要への着実な対応が重要である（図―

1）． 

港湾域でコンテナ出しを行う輸入貨物量の推移
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 こうした物流ニーズに対応し，東京港では，明

治維新以降，大井埠頭，青海埠頭など，水面の埋

め立てにより新たな物流拠点を整備してきており，

現在は，中央防波堤外側地区で水深 16m 高規格コ

ンテナターミナルや背後の物流拠点の整備を進め

ている．しかし，東京湾において倉庫などの物流

施設を集積させるべき用地の十分な拡大は望めな

い状況にあり，既存埠頭の物流エリアの再開発に

よる拡張を進めることが重要な課題となってきた

（図―2）． 
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また，こうした貨物取扱需要の高い港湾域の例

として東京港大井埠頭は，東京港最大規模のコン

テナターミナルを有し，JR 貨物ターミナルが埠

頭内に位置するなど，貨物輸送利便性に恵まれた

東京都市圏，さらにはわが国経済を支える物流拠

点である．しかし，整備後，20 年以上を経た倉

庫などの物流施設が多数存在し，近年整備されて

いる物流施設に比して敷地面積・延床面積ともに

小さい．コンテナターミナル背後の物流エリアの

交通渋滞も深刻である． 

本報告では，こうした現状を踏まえ，わが国産

業の国際競争力強化に資するべく，港湾域物流拠

点の物流効率化，交通接続性の強化，拠点性の強

化などを促進させる既存埠頭の再開発手法を検討

提案することを目的としている． 

図―１ 東京港港湾域コンテナ出し貨物量の推移 

図―２ 東京港港湾域の主な物流拠点 



2─最近のロジスティクスニーズ 

 

平成 18 年度，倉庫・物流センター・配送セン

ターなどの物流施設の事業者約 1,500 社を対象に

実施された東京都市圏物資流動調査アンケート調

査結果から，港湾域物流事業者の施設立地や機能

強化の意向を把握した．ここでは，港湾の機能を

確保するための土地利用区分である臨港地区を港

湾域とした． 

強化したい機能については，港湾域に立地する

物流事業者は，都市域に立地する事業者に対し，

配送機能・流通加工機能の強化を重要視する割合

が 20％以上高くなっている． 

また，物流施設の立地要因については，港湾域

に立地する物流事業者は，都市域に立地する事業

者に対し，広い敷地や施設，従業員確保の容易さ

等を重要視する割合が 20％以上高くなっている．

これらは，港湾域の現状に対する不満の表れとも

考えられ，こうした機能の強化や立地要因の改善

が港湾域のロジスティクスニーズとして重要と考

えられる． 

次に，港湾域での最近のロジスティクスニーズ

として，臨港地区でコンテナ出しを行う貨物の仕

向地，コンテナ詰めを行う貨物の生産地を分析し

た． 

東京港港湾域コンテナ出し輸入貨物については，

昨年秋のリーマンショック後の不況下においても

増加しており，平成 20 年度は，平成 15 年度の

約 40％増となった．また，その仕向け地につい

ては，近年，北関東や首都圏外などの遠方域の比

率が増えており，平成 20 年度には約 30％となっ

た（図─3）． 
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東京港港湾域コンテナ詰め輸出貨物については，

リーマンショック後の不況の影響があってか大き

く減少している．しかし，その生産地については，

北関東，首都圏外などの遠方域の比率が平成 5 年

度以降一貫して約 70％となっている． 

また，最近のロジスティクス作業の実際につい

ては，例えば，タイや中国で製造した約 5 千アイ

テムのベアリング等製品の輸入を主に取り扱う M

社物流施設の場合，1 フロア 1 万 m2 を超える大

規模な床面積を確保するとともに，十分に照明や

防塵に配慮した流通加工作業用の中 2 階を設置し

た物流施設としている．かつて，M 社施設は東京

港大井埠頭に立地していたが，広い敷地・床面積

の倉庫が手当てできないこと，交通渋滞のために

ジャストインタイム等の多頻度小口配送ニーズに

対応できないことが原因となって，約 10 年前に

現在の千葉県市川市原木に移転した経緯がある

（写真―1）． 
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以上より，港湾域に求められる最近のロジステ

ィクスニーズとしては，広域的な貨物取扱，検

品・保管・在庫管理・流通加工等の多様なニーズ

に対応できる物流施設が集積していること，広域

からの集荷や広域への配送に対応できる交通接続

性・利便性があることが特に重要と考えられる． 

 

3─課題と対応 

 

第一に，物流施設の大型化・高度化への対応で

ある． 

例えば，釜山港は，東京港が担っている日本各

地への広域的な配送機能に負けないサービスの提

供を目指している．釜山新港の物流施設の規模は，

東京港の施設に比して大きくなっており，釜山港

など海外諸港に負けない競争力を発揮する上で物

流施設規模拡大が重要である． 

また，施設の大型化は，内陸部に比して相対的

図―3 東京港コンテナ出し貨物の仕向け地の変遷 

写真―1 最近のロジスティクスニーズに対応した

施設状況 



に高い地価に対する地価負担力を高め，十分な採

算性を確保する上でも重要である． 

第二に，交通接続性・利便性の向上への対応で

ある． 

例えば，N 社倉庫で輸出貨物をコンテナ詰めし

てコンテナターミナルに搬入するトレーラーの動

きは，空コンテナをバンプールに取りに行き，N

社倉庫に空コンテナを持ち込む動きと，コンテナ

詰めしたあと，実入りコンテナをコンテナターミ

ナルに搬入する動きから構成される．ある一日の

動きを見ると空コンテナを積んだトレーラーの動

きが約半分を占め，混んで渋滞している時間帯に

多数の空コンテナが行き来していることがわかる．

こうした空コンテナの動きと実入りコンテナのコ

ンテナターミナルへの搬入・搬出とが錯綜するこ

とが，大井埠頭などの交通渋滞の大きな要因にな

っている． 

そこで，コンテナターミナル背後へのバンプー

ル等の集約整備や埠頭間・埠頭内の道路拡充によ

り，物流拠点の錯綜交通の軽減，交通接続性の強

化などの効果が期待される（図─4）． 
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第三に，エリアとしての総合的な拠点性の強化

への対応である海外港湾の場合，コンテナターミ

ナルとその背後の物流拠点とが，より一体的・大

規模に整備されている．東京圏港湾域の物流拠点

もこうした総合的・戦略的な拠点性を持つことが

今後大切であると考えられる． 

そこで，港湾域を保税機能・特殊車両（ターミ

ナル内シャーシ等）通行機能・保安機能など国際

物流に強化したゾーンと一般的な物流ゾーンにゾ

ーニングすること等により物流機能を強化するこ

とが，総合的な拠点性を高める上で重要である

（図―5）． 
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4─再開発手法 

 

東京圏，特に東京港の物流拠点の現状，最近の

ロジスティクスニーズを踏まえ，本報告では，施

設の大型化・高度化，コンテナデポの集約等によ

る錯綜交通の改善，国際貨物積替機能の強化，こ

れらを考慮した総合的な拠点性の強化に資する再

開発手法を提案する． 

 

（1）計画制度 

港湾域の物流拠点の活動は，港湾活動そのもの

と密接な関係にある．また，航路誘致，コンテナ

ターミナル整備運営は，港湾のユーザーである物

流事業者等の意向を踏まえたものとすることで初

めて効果的に進められる． 

そこで，港湾域物流拠点の役割，機能，規模な

どを港湾計画に位置づけ，港湾活動と物流拠点の

活動とがより効果的に展開されるよう，港湾整備

と物流拠点の整備・再開発とをより密接な連携の

もとに進めることが重要である 1）． 

また，港湾域物流エリアは，多彩な物流活動を

展開しており，各物流事業者の施設整備・機能強

化にかかる意向もさまざまである．そこで，公的

セクターが中心となって，当該地域の地権者等と

密接な意見交換を行い，再開発ビジョンやそれを

具体化する再開発計画を作成することが必要であ

る．その際，再開発ニーズの的確な把握，関係者

間の意見交換を深めるための地区カルテの作成が

有効な手段である．地区カルテには，土地利用状

況，道路等インフラの整備・管理・利用状況地権

者等が記載される．また，港湾管理者の再開発計

画作成への国の支援も重要である（図―6）． 

図―5 国際物流ゾーン形成のコンセプト（イメージ） 

図―4 Ｎ社倉庫コンテナ詰め貨物にかかるコンテ

ナ積載トレーラーの動き 



港湾整備の基本方針

港湾基本計画
・土地利用 ・水域利用 ・交通体系

・再開発地区の選定

・再開発地区の整備基本方向

［港湾空間全体］

再開発基本計画

事業化計画

再開発地区基本方向

［再開発地区］

注） 「港湾の空間計画に関する基礎的考察」港研報告1986年12月（井上聡史、
石渡友夫） をもとに、久米作成

ロジスティクスニーズ
土地利用

カルテ

モニタリング

 

 

 

（2）事業制度 

次に，再開発計画の実施に当たっては，総合的

な拠点性強化への対応等の観点から，公共・公益

施設整備，換地手法の導入等による面整備の事業

手法と規制・誘導手法とを組み合わせることがよ

り効果的である（表─1）． 

課題 物流施設の
大規模化

交通接続性・
利便性向上

総合的拠点
性強化

公共施設
整備 △ ○ △

面整備 △ △ ○

○ △ △
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従来の事業制度： 今後の事業制度：
 

具体の事業制度については，事業手法と規制・

誘導手法があり，以下，それぞれについて示す

（表─2）． 

 

港湾域の特性 新たな事業制度の提案

・営業倉庫で飽和。

・地権者の敷地面
積確保意向。

・高度利用に限界。

・土地利用増進が
見込めない。

［公共施設整備］

① 埋立造成に併せた埠頭整備

② 道路整備に併せた沿道整備

［面整備］

③ 換地手法の導入による面整備

事
業
手
法

・地権者の移転誘
導支援策がない。

・一般借地権のため、
借主の権利が強い。

④ ニーズに応じた施設移転の促進

⑤ 定期借地権制度の導入

⑥ 高度利用誘導の土地利用規制
規
制
・

・市街地近接の港
湾域地権者に都市
利用ニーズあり。

⑦ 容積率移転手法の活用

⑧ 都市開発を行う地権者の港湾
域への開発利益還元

誘
導
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1）事業手法 

公共・公益施設の整備については，従来は，新

たに埋立造成を行う場合，造成資金を回収するた

めに新たな進出希望事業者への分譲方式を採用す

ることが多く，既存の物流エリアが抱えている課

題の解決には殆どつながっていない． 

また，道路の整備を行う場合も，個々の地権者

との調整に終始することが多く，沿道の面整備に

は殆どつながっていない． 

そこで，今後は，物流エリアの新たな埋立造成

に際して，その一部を貨物積替施設やバンプール

等の集約整備の種地として活用するなど，物流拠

点の機能強化に資する面整備の一環として埋立造

成を進めることが効果的である（図―7）． 
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また，各種コンテナ積載車両の通行にも配慮し

た道路等の拡張整備を行うに際し，地権者の意向

に応じた施設の大型化・高度化に資するよう，沿

道の面整備を併せて行うことが物流拠点の機能強

化に有効である（図─8）． 
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面整備については，従来，港湾域では，埋立造

図―6 再開発計画の港湾計画への位置づけイメージ 

表―1 今後の事業制度の方向性 

表―2 新たな事業制度の提案 

図―7 埋立造成に併せた埠頭整備（イメージ） 

図―8 道路整備に併せた沿道整備（イメージ） 



成や物流施設の整備は鋭意行われてきたが，土地

の権利変換を伴う面整備は殆ど行われてこなかっ

た．しかし，土地の権利変換を伴う面整備は，最

近のロジスティクスニーズに対応し，物流施設の

大規模化，交通接続性の強化，総合的拠点性の強

化を図る上で有効な手段である． 

そこで，今後は，地権者の土地権利変換の促進，

物流拠点にふさわしい効率的な土地利用の経済的

な実現に向け，換地手法の導入を検討すべきであ

る．特に，都市整備において近年，多く適用され

ている個人施行型/敷地整序型の飛び施行地区土

地区画整理は，土地利用の増進効果が期待できな

い等の港湾域の特性に適した手法である． 

在来の港湾域物流拠点の場合，小規模な倉庫が

過度に集中し，道路などの公共施設が不足してい

る一方，新たな物流埠頭には，いまだ未利用の用

地も多く存在している．そこで，新埠頭の未利用

地を在来埠頭の道路などの公共用地の拡大等のた

めの種地として活用するべく，未利用地区の一部

を飛び施行地区とした換地手法を導入することに

より，在来埠頭の再開発をより効果的に進める効

果が期待される（図─9）． 
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確かに港湾域は，土地利用の増進効果があまり

見込めないなど，換地手法の導入には困難な課題

がある．都市域の土地区画整理事業においても，

土地利用の増進が見込めない中，個人施行型，敷

地整序型の小規模土地区画整理事業が増加してお

り，こうした手法の導入を検討すべきである 2）

（図―10）．新たな施設整備を目論む事業者が換

地手法を用いて施設整備を行う効果としては，自

ら土地を買い換える場合に比して，約 1 割事業費

を削減できる見込みである．更には，公共施設管

理者負担金制度を活用すれば，さらに事業費を軽

減できる可能性がある（図―11）． 
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2）規制・誘導手法 

規制・誘導手法については，ニーズに応じた施

設移転の促進，定期借地権制度の導入，高度利用

誘導の土地利用規制，容積率移転手法の活用，都

市開発を行う地権者の港湾域への開発利益還元な

どが考えられる． 

本報告では，大井埠頭など東京圏港湾域がかか

える課題に対応したコンテナターミナル背後の物

流拠点再開発手法として，最初の 2 項目について

提案する． 

ニーズに応じた施設移転の促進については，都

市域では市街地に立地する流通業務施設の流通業

務団地への移転に関して，資金のあっせんに努め

ることとしており，所得税・法人税などの税制優

遇，政策金融による資金支援等がなされている．

一方，港湾域での施設移転促進に関しては，現在

のところ，「流通業務の総合化及び効率化の促進

に関する法律」による税制優遇が講じられている

が，再開発を促進させる支援内容とはなっていな

い．そこで例えば，同法第 6 条による「港湾流通

拠点地区」への移転に関して，法人税・所得税な

どの買い替え特例を手当てするなど，流通業務団

図―9 換地手法の導入による面整備（イメージ） 

図―10 最近の土地区画整理事業の動向と港湾域の現状 

図―11 換地手法の導入による面整備の効果（イメージ）



地への移転と同様の支援が講じられることが検討

されるべきである（図―12）． 
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定期借地権制度の導入については，平成 4 年度

に借地借家法改正により創設された同制度は，現

在のところ港湾域では適用されていない．同制度

は，借主側にとっては，買収に比して少ない土地

確保費用での事業展開が可能，増改築に高い自由

度があって物流ニーズへの柔軟な対応が可能，と

いったメリットがある．一方，貸主側にとっては，

土地の賃貸の場合，分譲に比してロジスティクス

ニーズに応じた再開発を進めやすい．加えて，定

期借地権制度とすることにより，貸付期間満了後，

確実に土地が変換されるので，一層当該地区の将

来の再開発を確実に進められるなどのメリットが

ある． 

そこで，港湾域においても，土地について分譲

方式ではなく借地権方式を採用することが，更に

は借地権制度の中でも定期借地権制度を採用する

ことが，再開発を進める上で効果的である．なお，

現在の一般借地権を定期借地権に変更するに当っ

ては，在来物流拠点であれば地権者の拠点外への

移転段階で，また，新規物流拠点であれば事業者

の進出段階で，地権者のニーズを踏まえつつ定期

借地権制度の導入を検討することが現実的である． 

 

（3）再開発体制 

こうした物流拠点の再開発を効果的に進めるた

めには，適切な体制整備が不可欠である．例えば，

海外港湾では，港湾管理者が海上コンテナ貨物の

内陸生産地・消費地と港湾間の貨物輸送を効果的，

効率的に行うための貨物鉄道会社への出資，物流

施設の整備運営が効果的に行われるための CIQ 面

の各種配慮，立地企業への各種インセンティブの

付与等を行っている． 

我が国においても，港湾運営を担う公的セクタ

ーの物流拠点整備運営への参画，地権者間の調整

など再開発をマネージできる組織体制の整備が，

わが国港湾ひいてはわが国産業の国際競争力を高

める上で必要である．例えば，東京港では，平成

20 年 4 月に東京港埠頭株式会社が従来の公社の

位置づけから完全民間会社の位置づけに変更され

た．今後，こうした港湾運営を担う公的セクター

が港湾のみならず，物流拠点全体の整備運営に参

画する組織として機能を一層充実させることが重

要である． 

あわせて，再開発に不可欠な多様な意見を持つ

地権者間の調整など，再開発をマネージできる組

織体制の強化が必要である．例えば，都市整備に

おいて(財)都市再生機構が果たしている役割など

が参考になる． 

 

5─おわりに 

 

本報告のまとめは以下の通りである． 

①計画制度では，港湾管理者が地権者等と密接な

意見交換を行いつつ再開発計画を策定するに際

し，地区カルテの作成が有効である． 

②事業手法では，公共整備に併せた埠頭や沿道整

備，換地手法の導入による面整備が効果的であ

る．特に，新たな物流エリアの未利用地を飛び

施行地区とした換地手法による面整備が有効で

ある． 

③規制・誘導手法では，地権者のニーズに応じた

施設移転促進のための支援，定期借地権制度の

導入などが効果的である． 

④こうした物流拠点の再開発には，港湾運営を担

う公的セクターの物流拠点整備運営への参画，

地権者間調整など再開発をマネージできる組織

体制の整備が重要である． 

今後の課題としては，港湾域における権利変換

を伴う面整備による再開発手法について，さらに

検討を深めるとともに，港湾域と都市域の境界域

における物流拠点再開発手法について，検討を進

めたいと考えている． 
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